
JP 2014-522019 A5 2015.8.13

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成27年8月13日(2015.8.13)
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【手続補正書】
【提出日】平成27年6月23日(2015.6.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のサービスプロバイダ及び複数の端末装置の間の通信を可能にするための統合シス
テムであって、
　複数の端末装置に関するデータを格納するための少なくとも１つのメモリ、及び、
　複数のサービスプロバイダから複数の端末装置に宛てた通信を受信し、上記通信を上記
複数の端末装置に再送信するためのインタフェースとを備え、
　上記複数の端末装置は、２つ以上の異なるサービスプロバイダと通信するように構成さ
れ、上記統合システムは、上記サービスプロバイダからの到来する通信を上記端末装置に
対応するプロトコルに翻訳するように構成される統合システム。
【請求項２】
　共通プロトコルを用いて複数のサービスプロバイダから通信を受信するための共通イン
タフェースをさらに備える請求項１記載の統合システム。
【請求項３】
　複数のサービスプロバイダにわたるアクセス管理プロトコルを実装するためのプロセッ
サをさらに備える、請求項１又は２記載の統合システム。
【請求項４】
　上記アクセス管理プロトコルはセキュリティプロトコルを含む請求項３記載の統合シス
テム。
【請求項５】
　上記セキュリティプロトコルは、認証、サービスプロバイダの権限及びロール、端末装
置のデータ、ならびにサービスプロバイダのデータのうちの少なくとも１つを含む請求項
４記載の統合システム。
【請求項６】
　上記複数の端末装置への配信のためのアプリケーションを格納するためのアプリケーシ
ョンキオスクをさらに備える、請求項１～５のうちの１つに記載の統合システム。
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【請求項７】
　上記複数のサービスプロバイダは、上記複数の端末装置と通信して上記複数の端末装置
にアプリケーションを提供することを望む、請求項１～６のうちの１つに記載の統合シス
テム。
【請求項８】
　上記複数のサービスプロバイダは、上記複数の端末装置と通信して上記複数の端末装置
に問い合わせることを望む、請求項１～７のうちの１つに記載の統合システム。
【請求項９】
　上記複数のサービスプロバイダは、上記統合システムから上記端末装置に対応するプロ
トコルを要求することを望む、請求項１～８のうちの１つに記載の統合システム。
【請求項１０】
　端末装置の製造業者には、上記複数の端末装置上のファームウェアを更新する権限及び
アプリケーションを提供する権限が与えられ、残りのサービスプロバイダは、各装置に対
する当該サービスプロバイダの利用可能なコマンドを要求することを望む、請求項１～９
のうちの１つに記載の統合システム。
【請求項１１】
　上記統合システムは、上記複数の端末装置からの通信を、上記サービスプロバイダに対
応するプロトコルに翻訳するようにさらに構成される、請求項１～１０のうちの１つに記
載の統合システム。
【請求項１２】
　上記複数の端末装置は、顧客構内ユーティリティ装置、モバイル装置、ハンドヘルド装
置、及び／又は、マウントされた追跡装置もしくはセンサのうちの少なくとも１つを含む
、請求項１～１１のうちの１つに記載の統合システム。
【請求項１３】
　上記複数のサービスプロバイダは、端末装置の製造業者、公益事業の会社、及び／又は
サードパーティーサービスプロバイダのうちの少なくとも１つを含む、請求項１～１２の
うちの１つに記載の統合システム。
【請求項１４】
　上記製造業者には、上記複数の端末装置上のファームウェアを更新する権限及びアプリ
ケーションを提供する権限が与えられ、残りのサービスプロバイダには、上記複数の端末
装置に対する問い合わせを行う権限が与えられる、請求項１３記載の統合システム。
【請求項１５】
　上記製造業者には、上記複数の端末装置上のファームウェアを更新する権限及びアプリ
ケーションを提供する権限が与えられ、残りのサービスプロバイダは、上記統合システム
から上記端末装置に対応するプロトコルを要求することを望む、請求項１３記載の統合シ
ステム。
【請求項１６】
　少なくとも３つの異なる通信プロトコルを用いる少なくとも１００個の端末装置が存在
する、請求項１～１５のうちの１つに記載の統合システム。
【請求項１７】
　少なくとも５つの異なる通信プロトコルを用いる少なくとも１００００個の端末装置が
存在する、請求項１～１６のうちの１つに記載の統合システム。
【請求項１８】
　少なくとも１０個の異なる通信プロトコルを用いる少なくとも１０００００個の端末装
置が存在する、請求項１～１７のうちの１つに記載の統合システム。
【請求項１９】
　複数の端末装置と通信するための方法であって、上記方法は、
　少なくとも１つのサービスプロバイダからの通信を受信すること、
　上記通信が複数の端末装置のうちのどれを宛先としたのかを識別すること、
　上記複数の端末装置が２つ以上の通信プロトコルのうちのどれを用いるのかを決定する
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こと、
　上記受信された通信を複数の異なる通信プロトコルに翻訳すること、及び、
　上記通信を上記識別された複数の端末装置に再送信することを含む方法。
【請求項２０】
　複数のサービスプロバイダからの通信は共通プロトコルを用いて受信される請求項１９
記載の方法。
【請求項２１】
　複数のサービスプロバイダにわたるアクセス管理プロトコルを実装することをさらに含
む、請求項１９又は２０記載の方法。
【請求項２２】
　上記アクセス管理プロトコルはセキュリティプロトコルを含む請求項２１記載の方法。
【請求項２３】
　上記セキュリティプロトコルは、認証、サービスプロバイダの権限及びロール、端末装
置のデータ、ならびにサービスプロバイダのデータのうちの少なくとも１つを含む請求項
２２記載の方法。
【請求項２４】
　上記複数の端末装置への配信のためのアプリケーションを格納することをさらに含む、
請求項１９～２３のうちの１つに記載の方法。
【請求項２５】
　複数のサービスプロバイダは、上記複数の端末装置と通信して上記複数の端末装置にア
プリケーションを提供することを望む、請求項１９～２４のうちの１つに記載の方法。
【請求項２６】
　複数のサービスプロバイダは、上記複数の端末装置と通信して上記複数の端末装置に問
い合わせることを望む、請求項１９～２５のうちの１つに記載の方法。
【請求項２７】
　複数のサービスプロバイダは、統合システムから上記端末装置に対応するプロトコルを
要求することを望む、請求項１９～２６のうちの１つに記載の方法。
【請求項２８】
　上記複数の端末装置からの通信を、上記サービスプロバイダに対応するプロトコルに翻
訳することをさらに含む、請求項１９～２７のうちの１つに記載の方法。
【請求項２９】
　上記複数の端末装置は、顧客構内ユーティリティ装置、モバイル装置、ハンドヘルド装
置、及び／又は、マウントされた追跡装置のうちの少なくとも１つを含む、請求項１９～
２８のうちの１つに記載の方法。
【請求項３０】
　複数のサービスプロバイダは、端末装置の製造業者、公益事業の会社、及び／又はサー
ドパーティーサービスプロバイダのうちの少なくとも１つを含む、請求項１９～２９のう
ちの１つに記載の方法。
【請求項３１】
　上記製造業者には、上記複数の端末装置上のファームウェアを更新する権限及びアプリ
ケーションを提供する権限が与えられ、残りのサービスプロバイダには、上記複数の端末
装置に対する問い合わせを行う権限が与えられる、請求項３０記載の方法。
【請求項３２】
　上記製造業者には、上記複数の端末装置上のファームウェアを更新する権限及びアプリ
ケーションを提供する権限が与えられ、残りのサービスプロバイダは、統合システムから
上記端末装置に対応するプロトコルを要求することを望む、請求項３０記載の方法。
【請求項３３】
　上記製造業者には、上記複数の端末装置上のファームウェアを更新する権限及びアプリ
ケーションを提供する権限が与えられ、残りのサービスプロバイダは、各装置に対する当
該サービスプロバイダの利用可能なコマンドを要求することを望む、請求項３０記載の方
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法。
【請求項３４】
　少なくとも３つの異なる通信プロトコルを用いる少なくとも１００個の端末装置が存在
する、請求項１９～３３のうちの１つに記載の方法。
【請求項３５】
　少なくとも５つの異なる通信プロトコルを用いる少なくとも１００００個の端末装置が
存在する、請求項１９～３４のうちの１つに記載の方法。
【請求項３６】
　少なくとも１０個の異なる通信プロトコルを用いる少なくとも１０００００個の端末装
置が存在する、請求項１９～３５のうちの１つに記載の方法。
【請求項３７】
　複数のサービスプロバイダ及び複数の端末装置の間の通信を可能にするための統合シス
テムであって、上記統合システムは、
　複数の端末装置についてのデータを保持するデータベース、
　上記複数の端末装置のためのアプリケーションファイルであって、（ｉ）各アプリケー
ションの機能上の能力を表し、各装置に対する利用可能なコマンドを含む、アプリケーシ
ョンに関するプロファイルと、（ｉｉ）配備環境のための構成データを含むポリシーとを
含むアプリケーションファイルを格納するアプリケーションキオスク、
　ユーザによるシステムへのアクセスを可能にするユーザーインタフェース、及び、
　上記アプリケーションキオスクにアプリケーションをアップロードし、ユーザーリクエ
スト及び各アプリケーションポリシーに基づいて上記アプリケーションキオスクから複数
の端末装置へアプリケーションを配備し、上記アプリケーションの各アプリケーションプ
ロファイルにおいて定義されたコマンドを用いて上記配備したアプリケーションと通信す
るためのサービスインターフェースを備えた統合システム。
【請求項３８】
　上記複数の端末装置は、顧客構内装置、モバイル装置、ハンドヘルド装置、及び／又は
、トラック及び工場又は出荷機器又はロジスティクス又はセキュリティ又はセンサなどの
マウントされた追跡装置のうちの少なくとも１つを含む、請求項３７に記載の統合システ
ム。
【請求項３９】
　上記統合システムに対する認証及びアクセスを管理するためのセキュリティ管理サービ
スをさらに備える、請求項３７に記載の統合システム。
【請求項４０】
　上記サービスインタフェースはウェブサービスインタフェースである、請求項３７に記
載の統合システム。
【請求項４１】
　複数のサービスプロバイダ及び複数の端末装置の間の通信を可能にするための統合シス
テムであって、複数の異なるインフラストラクチャプロバイダネットワーク上で複数の端
末装置に対して異なるアプリケーションを選択して配備するための構成要素を含む統合シ
ステム。
【請求項４２】
　異なるインフラストラクチャプロバイダネットワークの遠隔の端末装置上で遠隔にアプ
リケーションを選択してインストールさせるためのユーザインターフェースを含む、請求
項４１に記載の統合システム。
【請求項４３】
　複数のサービスプロバイダ及び複数の端末装置の間の通信を可能にするための統合シス
テムであって、上記統合システムは、
　顧客装置上で実行されるアプリケーションを格納するアプリケーションキオスク、
　ウェブサービスインタフェース、及び、
　変換構成要素を備え、
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　上記アプリケーションは、
　（ｉ）アプリケーションコード、
　（ｉｉ）異なる各顧客装置上で実行されたときに上記アプリケーションにより利用可能
なコマンドを表すプロファイル、
　（ｉｉｉ）ファームウェアコード、及び、
（ｉｖ）異なる各顧客装置上で異なる環境において上記アプリケーションを配備するため
の構成データのうちの１つ以上を備え、
　上記ウェブサービスインタフェースは、
　（ｉ）上記アプリケーションキオスクにアプリケーションをアップロードし、
　（ｉｉ）ユーザーリクエスト、上記構成データ、及びアプリケーションのコードに基づ
いて、上記アプリケーションキオスクから複数の端末装置へ上記アプリケーションを配備
し、及び、
　（ｉｉｉ）上記アプリケーションの各プロファイルにおいて定義されたコマンドを用い
て、上記配備されたアプリケーションと通信し、
　上記変換構成要素は、顧客から受信されたメッセージを処理し、上記プロファイルを用
いて上記メッセージから装置を制御するコマンドを生成する統合システム。
【請求項４４】
　上記変換構成要素は、上記プロファイルの変換ルールを実行して上記コマンドを生成す
る、請求項４３に記載の統合システム。
【請求項４５】
　上記変換構成要素は、上記プロファイルの変換ルールを実行して、上記ウェブサービス
インタフェースにより、上記複数の端末装置からのデータを、ユーザに関する表示を生成
するためのメッセージへ変換する、請求項４４に記載の統合システム。
【請求項４６】
　統合システムは、
　顧客構内における顧客装置についてのデータを保持する装置及び顧客データベース、
　顧客装置のためのアプリケーションファイルであって、（ｉ）各アプリケーションの機
能上の能力を表し、各装置に対する利用可能なコマンドを含む、各アプリケーションに関
するプロファイルと、（ｉｉ）配備環境のための構成データを含むポリシーとを含むアプ
リケーションファイルを格納するアプリケーションキオスク、
　上記統合システムに対する認証及びアクセスを管理するためのセキュリティ管理サービ
ス、
　ユーザによるシステムへの認証されたアクセスを可能にするユーザインターフェース、
及び、
　上記アプリケーションキオスクにアプリケーションをアップロードし、ユーザーリクエ
スト及び各アプリケーションポリシーに基づいて上記アプリケーションキオスクから装置
へアプリケーションを配備し、上記アプリケーションの各アプリケーションプロファイル
において定義されたコマンドを用いて上記配備したアプリケーションと通信するためのウ
ェブサービスインタフェースを備える統合システム。
【請求項４７】
　異なるインフラストラクチャプロバイダネットワーク上の複数の宅内機器装置に対して
異なるアプリケーションを選択して配備するための構成要素を含む統合システム。
【請求項４８】
　異なるインフラストラクチャプロバイダネットワークの遠隔の端末装置上で遠隔にアプ
リケーションを選択してインストールさせるためのユーザインターフェースを含む、請求
項４７に記載の統合システム。
【請求項４９】
　統合システムは、
　顧客装置上で実行されるアプリケーションのためのアプリケーションバンドルであって
、（ｉ）異なる各顧客装置上で実行されたときに上記アプリケーションにより利用可能な
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コマンドを表すプロファイルと、（ｉｉ）異なる各顧客装置上で異なる環境において上記
アプリケーションを配備するための構成データとを含むアプリケーションバンドルを格納
するアプリケーションキオスク、
　上記アプリケーションキオスクにアプリケーションバンドルをアップロードし、ユーザ
ーリクエストに基づきかつ構成データ及びアプリケーションのコードを用いて上記アプリ
ケーションキオスクから装置へアプリケーションを配備し、上記アプリケーションの各プ
ロファイルにおいて定義されたコマンドを用いて上記配備したアプリケーションと通信す
るためのウェブサービスインタフェース、及び、
　ユーザ機器から受信されたメッセージを処理し、上記プロファイルを用いて上記メッセ
ージから装置を制御するコマンドを生成するための変換構成要素を備える統合システム。
【請求項５０】
　上記変換構成要素は、上記プロファイルの変換ルールを実行して上記コマンドを生成す
る、請求項４９に記載の統合システム。
【請求項５１】
　上記変換構成要素は、上記プロファイルの変換ルールを実行して、上記ウェブサービス
インタフェースにより、上記装置からのデータを、ユーザに関する表示を生成するための
メッセージへ変換する、請求項５０に記載の統合システム。
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